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 2022 年 11 月 21 日 

株式会社アルファパーチェス 

代表取締役社長 多田 雅之 

問合せ先： コーポレート・プランニング本部 IR 室 03-6628-8453 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

 当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築し、株主をはじめ

とした多くのステークホルダーの皆様の立場に立って、持続的成長と企業価値の向上に努めていく

ことを基本方針としております。 

 この基本方針に基づき、当社グループは、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の強

化充実を経営上の最重要課題の一つに位置付け、経営の意思決定、業務執行体制の確立等、経営責任

を明確化し、経営の効率化と透明性の確保に努めております。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

【補充原則１－２④ 株主総会における議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳】 

当社は、機関投資家及び海外投資家の株主構成比率等を鑑み、現時点では議決権の電子行使の環境

や招集通知の英訳は予定しておりませんが、今後は株主構成の変化等の動向を踏まえ、適切な対応

を検討してまいります。 

【補充原則１－２⑤ 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家のための環境整備】 

現在の当社の株主構成は、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家は少数です。そのため、今

後の株主構成の動向を踏まえて、必要に応じて適切な対応を検討してまいります。 

【補充原則２－４① 中核人材の登用等における多様性の確保】 

当社は、中長期的な企業価値向上のためには、性別、国籍、年齢、新卒、中途採用の別に関わらず、

優秀と考える人材を管理職へ登用することが重要と考えております。しかしながら、現時点では測

定可能な目標設定は行っておりません。人材育成方針、社内環境整備方針やその実施状況の開示と

ともに今後検討すべき課題であると認識しております。 

【補充原則３－１② 海外投資家等の比率を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】 

当社の海外投資家の株主構成比率を鑑み、現時点では英語での情報の開示・提供は予定しておりま

せんが、今後は株主構成の変化等の動向を踏まえ、適切な対応を検討してまいります。 

【補充原則４－１１① 取締役会・監査役会の実効性確保】 

当社の取締役会は、取締役５名（うち社外取締役２名）で構成されております。取締役会は、原則月

１回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定
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を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事

項を決定するとともに各取締役の業務遂行の状況を監督しております。また、監査役３名（うち社外

監査役２名）で構成される監査役会を設置し、定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開

催し、経営活動の監査を行っております。なお、スキル・マトリックスの開示は、今後検討してまい

ります。 

【補充原則４－１１③ 取締役会全体の実効性に関する分析・評価の結果の概要】 

当社の取締役会は、知識・経験・能力を十分備えており、実効性が確保されていると判断しておりま

す。また取締役会の資料は事前配布・わかりやすさ等について取り組んでおります。なお、取締役会

の実効性評価の重要性は認識しており、アンケートを実施するなど分析・評価を行う体制を整え、概

要を開示することを検討いたします。 

【原則５－２ 経営戦略や経営計画の策定・公表】 

当社は今後の経営・事業の方向性、収益計画、並びに人的資本及びソフトウェアへの投資等を含む、 

毎年更新のローリング中期経営計画を策定しておりますが、対外開示が可能なレベルには達してお

りません。今後は収益力、資本効率等に関する目標を提示し、経営資源の配分等につき株主に説明す

ることを検討してまいります。 

【補充原則５－２① 事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの

状況】 

当社は MRO 事業、FM 事業を主要事業として位置付けております。事業ポートフォリオについては、

取締役会において議論を行い見直しの際には株主にわかりやすい形で開示いたします。 

※MRO＝Maintenance, Repair and Operation, FM=Facility Management 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

【原則１－４ 政策保有株式】 

当社は、政策保有株式としての上場株式を保有しないことを基本方針としております。例外的に保

有する場合には、保有する目的、便益、資本コスト等の合理性を取締役会にて精査し、保有の要否を

検証いたします。政策保有株式に係る議決権については、議案の内容を精査した上、当社及び投資先

企業の中長期的な企業価値向上に資する提案であるか否かを総合的に判断し、適切に行使いたしま

す。 

【原則１－７ 関連当事者間の取引】 

当社は、当社グループにおける関連当事者取引が適切なプロセスを経てなされることを担保するた

めの役割や権限、そして当該取引行為等に係る取締役会での判断基準を定めるべく、「関連当事者取

引管理規程」を制定しております。取締役会においては、(１)事業の合理性、(２)取引条件の妥当

性、(３)当社グループの利益への合致性、（４)コンプライアンス適合性を基準として当該取引の可

否を総合的に判断いたします。 

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

当社は、確定拠出型の年金制度としてアルファパーチェス企業型年金を設けております。従業員の
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資産形成支援に向け、選択肢の幅が広がるよう、運用機関からの意見を聴取したうえで、商品の拡充

や年金資産構成割合の決定を行うとともに、投資環境、各商品の過去実績、商品選択のポイント、運

用に関する注意事項等を従業員に周知しています。 

【原則３－１（i） 会社の目指すところ（企業理念等）や経営戦略、経営計画】 

当 社 の 経 営 理 念 、 経 営 戦 略 等 に つ き ま し て は 、 当 社 の ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.alphapurchase.co.jp/aboutus/identity.html）、有価証券報告書及び当社 IR 資料に

おいて開示する予定です。 

【原則３－１（ii） コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針】 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書Ⅰ―１「基本的

な考え方」に記載のとおりです。 

【原則３－１（iii） 取締役会が取締役・経営陣幹部の報酬を決定するにあたっての方針と手続】 

取締役の報酬については、本報告書「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方

針の開示内容」に記載しております。 

【原則３－１（iv） 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたって

の方針と手続】 

当社は任意の委員会として、独立社外役員が委員長の指名・報酬委員会を設置しています。指名・報

酬委員会は取締役会からの諮問に応じ、当社の役員の一部、および社外有識者とともに、人格、知

見、能力の観点から、執行役員レベル以上の候補者を選定し、取締役会に答申しています。 

【原則３－１（v） 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・

指名についての説明】 

取締役・監査役候補の選解任理由については、株主総会招集通知に開示いたします。 

【補充原則３－１③ サステナビリティについての取り組み等】 

当社は、サステナビリティの重要性を認識しております。サステナビリティへの取り組みとしては、

まず、当社が提供する購買システム上におけるグリーン調達の見える化、当社が関連するサプライ

チェーン上におけるペーパレス化の推進などがあります。当社は現在のサプライチェーンにおいて、

購買オーダー情報ハブの役割のみではなく、サステイナビリティの分野においても関連情報ハブの

役割を果たすべく、お客様、サプライヤを中心とする様々なステークホルダーとも協業し、進化を遂

げていきたいと考えております。 

【補充原則４－１① 経営陣に対する委任の範囲】 

当社は「取締役会規程」にて取締役会が審議、決議しうる範囲を定めております。また、「業務分掌

規程」、「職務権限規程」にて経営陣に対する委任の範囲を明確化しております。 

【原則４－９  独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

①当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役ではないこと、②当社の兄弟会社の業務

執行者ではないこと、③当社の主要な取引先の業務執行者ではないこと、④当社の会計監査人の社

員として当社の監査業務を行っている者ではないこと、⑤当社から多額の報酬を得ている弁護士、

会計士、コンサルタント等ではないこと、⑥当社の主要借入先の業務執行者ではないこと、⑦①～⑥
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に掲げる者の二親等以内の親族ではないこと。 

【補充原則４－１０① 任意の委員会の設置】 

当社は任意の委員会として、委員長は独立社外取締役とし、独立社外取締役全員を構成員とする指

名・報酬委員会を設置しています。当該委員会では、取締役会への常設諮問機関として執行役員レベ

ル以上の報酬や候補者の指名につき、当社のコーポレート・ガバナンス上、重要な役割を担っていま

す。 

【補充原則４－１１② 役員の兼任について】 

当社は、取締役・監査役が上場会社の役員を兼任している場合、その役割・責務を適切に果たすため

に必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けることができるかを検討の上で、選任い

たします。取締役・監査役の兼任の状況については株主総会招集通知や事業報告等で開示する予定

です。 

【補充原則４－１４② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】 

当社は、取締役及び監査役を対象として、外部専門家による勉強会、外部団体が主催するセミナー等

により、役員の役割・責務を適切に果たすために必要となるトレーニングの機会を継続的に提供い

たします。 

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】 

当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との対話を積極的に

実施するとともに、その体制整備に努めます。（１）株主との対話は、IR 担当の管理部門管掌取締役

が統括いたします。（２）IR 担当部門は、関係部門との情報共有や意見交換等により、株主との対話

を図ります。（３）株主等との対話において寄せられた意見等は、取締役会への報告等により社内共

有し、今後の事業運営に役立てます。 （４）株主との対話に際しては、情報開示の公平性に留意し、

「内部者取引管理規程」に則り、インサイダー情報の管理を徹底いたします。 

 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

アスクル株式会社 6,945,000 83.94 

アズワン株式会社 824,500 9.97 

中川特殊鋼 MRO パートナーズ投資事業組合 137,500 1.66 

多田 雅之 95,500 1.15 

田邉 孝夫 69,500 0.84 

新日本実業株式会社 69,000 0.84 

松本 伸男 47,000 0.57 
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株式会社 arcus 14,000 0.17 

會田 一郎 14,000 0.17 

西村 多加志 13,500 0.16 

 

支配株主（親会社を除く）名 － 

 

親会社名 アスクル株式会社 

親会社の上場取引所 東京 

 

補足説明 

－ 

 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 スタンダード市場 

決算期 12 月 

業種 卸売業 

直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人以上 500 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円以上 1000 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社が支配株主との取引を行う際は、一般の取引条件と同様の適切な条件で行うことを基本方針と

し、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法

の妥当性等について、取締役会において十分審議した上で決議することで、少数株主の保護に努め

ております。 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

本書提出日現在において、当社の親会社である アスクル株式会社より１名の非常勤取締役が就任し

ております。当社グループの事業展開等にあたっては、親会社等の指示や承認に基づいて行うので

はなく、常勤役員及び一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を中心とする経営陣の判

断のもと、独自に意思決定して実行しております。 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 
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組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 ３名以上 10 名以下 

定款上の取締役の任期 １年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 ５名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 ２名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている

人数 

２名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

江端 貴子 他の会社の出身者        〇    

小串 記代 他の会社の出身者            

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

江端 貴子 〇 同氏は日本マイクロソフト株式

会社のシニア・アドバイザーを

兼務しております。当社は同社

同氏は、大手 IT 会社、大

手コンサルティング会

社、代議士他、多様な職業



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

7 

との間で資本関係はございませ

んが、標準的なソフトウェアお

よび IT サービスの購入ならび

に利用の取引関係がございます

が、金額は僅少です。 

 

により蓄積された IT お

よびガバナンスに関する

豊富な知識と経験を有し

ていることから、当社の

業務執行の監督として適

切な役割を果たしていた

だけると判断し選任して

おります。また株式会社

東京証券取引所が定める

独立性基準に照らして、

一般株主との間に利益相

反が生じる恐れはないと

判断し、独立役員に指定

しております。 

小串 記代 〇 － 同氏は、大手メーカー教

育関連子会社の役員、代

表取締役を長年務め、人

材開発および人材育成に

関する豊富な知識と経験

を有していることから、

当社の人材戦略に構築と

実行に有益な指摘・助言

をいただけると判断し選

任しております。また株

式会社東京証券取引所が

定める独立性基準に照ら

して、一般株主との間に

利益相反が生じる恐れは

ないと判断し、独立役員

に指定しております。 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の

委員会の有無 

あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 
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指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

４ なし １ ２ ０ １ 社外取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

４ なし １ ２ ０ １ 社外取締役 

 

補足説明 

当社は会社法上の委員会ではない任意の委員会として、指名・報酬委員会を設置しています。指名・

報酬委員会の委員長は独立社外役員が務め、執行役員レベル以上の報酬や候補者の指名につき、取

締役会へ諮問を行っています。指名委員会の委員は、社外役員を中心とした当社の一部の役員です。

任意の委員会であるものの、同委員会は取締役会への常設諮問機関として、当社のコーポレート・ガ

バナンス上、重要な役割を担っています。 

 

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 ３名以上５名以下 

監査役の人数 ３名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

 監査役、会計監査人、内部監査部門は監査計画・結果の共有及び課題への対応状況の確認など、定

期的な情報交換を行って監査の効率性を高めるとともに、三様監査の実をあげる形で、監査の質を

上げています。また監査役会と会計監査人とは、期初の会計監査計画説明会と期末の会計監査結果

報告会及び各四半期会計監査レビューを通して意見交換を行い、連携を深めています。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 ２名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている

人数 

２名 

  

会社との関係(１) 
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氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k l m 

中村 信弘 他の会社の出身者              

陣内 久美子 弁護士              

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 
選任の理由 

中村 信弘 〇 － 同氏は、大手メーカーの

経理部門に長年勤め財

務・会計に関する豊富な

知識と経験を有しており

ます。当社は専門家とし

てその見識と経験をもと

にした厳正な監査を期待

して選任しております。

また、株式会社東京証券

取引所が定める独立性基

準に照らして、一般株主

との間に利益相反が生じ

る恐れはないと判断し、

独立役員に指定しており
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ます。 

陣内 久美子 〇 同氏は株式会社 NSD の社外取締

役を兼務しております。当社は

同社との間で、資本関係はござ

いませんが、同社が提供する標

準的な情報セキュリティサービ

スの社内利用の取引関係がござ

います。 

同氏は弁護士資格を持

ち、自身の事務所を経営

して企業の日常業務を法

的側面からサポートする

など企業法務に関する豊

富な知識と経験を有して

おります。当社は専門家

としてその見識と経験を

もとにした厳正な監査を

期待して選任しておりま

す。また、株式会社東京証

券取引所が定める独立性

基準に照らして、一般株

主との間に利益相反が生

じる恐れはないと判断

し、独立役員に指定して

おります。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 ４名 

その他独立役員に関する事項 

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 

 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策

の実施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

当社の業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えること 

を目的として、ストックオプション制度を導入しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役,従業員,子会社の従業員, 

該当項目に関する補足説明 

当社の業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えること 

を目的として、ストックオプション制度を導入しております。 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

11 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、取締役会の常設諮

問機関である指名報酬委員会が、取締役会および監査役会に、総額および個人別報酬の案を答申し、

その答申を極力尊重して、取締役会および監査役会が、各々、取締役および監査役の報酬を審議し、

決議しています。 

 役員の総報酬限度額は、2011 年 3 月 30 日開催の第１回定時株主総会において、取締役の報酬総

額は年額 200 百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人給与及びストックオプション報酬を

含めない）、監査役の報酬総額は、同様に、年額 50 百万円以内（ただし使用人分の給与は含まない）

と決議されております。 

「指名・報酬委員会」は、社外役員を中心とした当社の役員で構成しています。 

報酬決定に関する基本方針は、以下の 3 点です。 

・株主が期待する中長期的な成長（収益拡大）を実現するための重要ドライバーである、役員層がベ

ンチャースピリットに溢れ 、リーダーシップを最大限発揮できるような、夢のある報酬プランとす

る 

・客観的基準を導入し、公正性を維持すると共に、ルールを明確化し、役員本人にとってもわかりや

すいプランとする 

・役員個人のマーケットバリューにも考慮し、リテンション効果のあるものとする 

また、総会年度（4-3 月）の固定報酬額は、以下の諸要素を考慮して、取締役各人毎に個別に答申し

ております。 

・日本において当社と同等規模の会社の役員報酬の調査データをベースとした標準的な報酬額 

・CEO、副社長、CFO などの個別の取締役の分掌内容による加減調整 

・スキルマトリクスで表現される各取締役の専門性の市場価格を考慮した加減調整 

・答申時点の直近会計年度の当社グループの連結業績と、当初目標に対する業績結果の達成度合い 

 監査役については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、監査役会が、各々、監査役

の報酬を審議し、決議しています。 
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【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役および社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、人事総務部門が秘書機能を

担うとともに、株主総会や取締役会の事務局として関係部門と連携し、資料の事前配布や各種問い

合わせに対する回答等、適切な対応を図っております。なお、監査役の職務の補助については、必要

に応じて内部監査部門、人事総務部門が適宜対応するほか、監査役より専従スタッフ配置の求めが

あるときは監査役と協議の上、適切に対応します。 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の 

  概要) 

(a) 取締役会 

当社の取締役会は、取締役５名（うち社外取締役２名）で構成されております。取締役会は、原則月

１回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定

を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事

項を決定するとともに各取締役の業務遂行の状況を監督しております。 

 

(b) 監査役会 

 当社は、ガバナンスのあり方や取締役の業務の執行状況や財産状況に関する日常的経営活動の監

査を行うことを目的として、本書提出日現在、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成される監査

役会を設置し、定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。 

 

(c)指名・報酬委員会 

 当社は会社法上の委員会ではない任意の委員会として、指名・報酬委員会を設置しています。指

名・報酬委員会の委員長は独立社外役員が務め、執行役員レベル以上の報酬や候補者の指名につき、

取締役会からの諮問に対する答申を行っております。指名委員会の委員は、社外役員を中心とした

当社の一部の役員です。任意の委員会であるものの、同委員会は取締役会への常設諮問機関として、

当社のコーポレート・ガバナンス上、重要な役割を担っています。 

 

(d) 執行役員会 

 当社は、取締役会の決議に基づく会社経営に関する課題および戦略について迅速な意思決定をは

かることを目的として、経営執行上の最高意思決定機関として、社長、執行役員、グループ執行役

員、CxO（CFO、CTO 等。但し、CxO は、通常、執行役員以上が兼務）で構成する執行役員会を設置し

ています。執行役員会は原則として毎月 2 回、定例の会合を開催するほか、重要案件が発生した場

合には随時、臨時の会議を開催しております。 

(e）内部監査室 

 当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査責任者１名が内部監査を実施して

おります。 
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内部監査は、監査役と連携し、当社および子会社の各部門の業務遂行状況を監査し、結果について

は、代表取締 

役社長に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知し、そのフォローアップに努めております。 

 

(f) コンプライアンス委員会 

 当社の企業活動に関連するすべての法令、会社における倫理・行動規範、および各方針、社内規程

等に定める事項を遵守することを目的として、内部統制システムの一環としてコンプライアンス委

員会を設置しております。原則として３ヶ月に一度、執行役員会の構成員および関係者にて、各種コ

ンプライアンス事項について審議、決定を行っております。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、監査役会設置会社を選択しています。経営と執行を分離し、取締役会は、執行役員の選任を

含む重要な業務執行の決定により経営全般に対する監督機能を有し、監査役会が、執行、経営に対し

て適法性、妥当性の監査を行うことにより、持続的な企業価値の向上を実現できると考えています。 

 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知に記

載する情報の正確性を担保しつつその招集通知の早期発送に努めます。 

招集通知の発送に先駆けて当社ホームページに掲載します。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

事務日程を考慮しながらも、集中日を回避して開催するように努めます。 

電磁的方法による

議決権の行使 

電磁的方法による議決権の行使については、今後検討すべき課題と認識してお

ります。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使に

ついては、今後検討すべき課題と認識しております。 

招集通知 (要約 )の

英文での提供 

招集通知(要約)の英文での提供について、今後検討すべき課題と認識しており

ます。 

２．IR に関する活動状況 

 補足説明 代表者自身による
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説明の有無 

ディスクロージャ

ーポリシーの作成・

公表 

当社ホームページ中、投資家向けのページに開示しておりま

す。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

個人投資家向け IR イベントやセミナー等への参加を検討し

ております。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

現在の株主構成を鑑み、現時点では定期的説明会を予定して

おりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 

あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

決算資料、招集通知等をホームページに掲載いたします。  

IR に関する部署(担

当者)の設置 

IR 担当部門を設置して、IR 活動を行います。 
 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社は基本理念にて「わたしたちは、MRO を中心とする包括的な商品とサービ

スを提供することを通じ、サプライヤー、そしてパートナーとともに、お客様

の価値の創造と間接コストの削減を実現し、日本の産業の変革と再活性化に貢

献します。」旨規定しています。 

また、倫理・行動規範にて「私たちは、事業活動および当社を取り巻くステー

クホルダーとの関係において、法令および倫理・行動規範を含むすべての社内

規程等を遵守し、健全で公正かつ透明性の高い活動を行う」旨規定しておりま

す。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

当社が提供する購買システム上におけるグリーン調達の見える化、当社が関連

するサプライチェーン上におけるペーパレス化の推進などを実施しています。 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

社内規程である「倫理・行動規範」にて株主、投資家に対する企業情報の開示

については、関係法令に従って積極的かつ公正に行う旨、また法令で要求され

ているもののほか、経営理念・各方針・環境活動・社会貢献活動等社会とのか

かわりに関する情報についても、積極的な開示に努める旨定めております。 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は内部統制システムを構築するにあたり「内部統制システムの構築に関する基本方針」を策定

し、以下の基本方針、及び体制を整備しております。 
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＜内部統制システムの構築に関する基本方針＞ 

企業集団における業務の適性を確保するための体制の整備について、内部統制システム構築 

の基本方針を以下のように定めます。 

１．当社および当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを 

確保するための体制  

(１)当社は、「基本理念」と「私たちが大切にすること」を定め、当社及び子会社共通の価値観とア 

イデンティティーを堅持します。 

(２)当社および当社子会社は、当社の企業理念に基づき、倫理・行動規範を整備・共有・遵守する 

とともに、社内規程を遵守し、適正な職務執行を行います。 

(３)当社は、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する問題点・課題の検討、 

対応策のフォロー及び遵守体制のレビューを実施します。 

(４)当社および当社子会社は、コンプライアンスについての意識と理解を高めるため、定期的にコ 

ンプライアンス教育を実施します。 

(５)当社は、監査役監査に加えて内部監査部門の監査を実施します。 

(６)当社の子会社管理については、関係会社管理規程に基づき、経営管理部門が管轄し、その業務 

の執行状況については子会社取締役会および当社執行役員会において定期的に報告を受け、確 

認すると共に、子会社監査役との連携の下に内部監査を行い、業務の適正を確保します。 

(７)当社は、職制から独立した内部通報窓口（ホットライン）を設置し、ホットライン運用規程を 

子会社にも適用することにより、当社の関係会社も含めた法令違反、不適正な業務の早期発見 

と防止による社会的信頼の確保に努めます。また外部窓口を当社が契約する独立第三者機関に 

設置します。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  

当社では情報の保存、管理に関する規程として、ISMS 関連規程、文書管理規程を定め取締役会・ 

株主総会の招集通知、付議資料、議事録の管理・保存を人事総務部門管理の下に行っています。ま 

た情報管理の強化とその実効性を向上するため、文書および電磁的記録の作成、配布、保管、廃棄 

の管理を強化すると共に、取締役会における指示事項の対応状況を整理・保管し、指示の結果を確 

認できるようにします。 

３． 当社および当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

(１)当社および当社の子会社は、経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別し、効果的に対応するた 

めリスク管理規程等を定め、平時の予防体制を整備します。 

(２)当社および当社の子会社は、経営に重大な影響を及ぼす不測事態の発生或いは発生可能性が生 

じた場合は、リスク管理規程に基づき、必要な対策を実施します。 

(３)当社および当社の子会社の職務執行に係るリスク管理のモニタリングについては、監査役監査 

に加えて内部監査部門の監査を実施します。 

４．当社および当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための 

体制  
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(１)当社および当社の子会社は、各社が定める取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等に基 

づき、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとります。 

(２)当社および当社の子会社は、取締役の職務、意思決定がさらに適宜・適切に行われるよう、定 

期的に取締役会を開催し、業績報告に加えて、中期・単年度の戦略遂行状況および内部統制に 

関する報告を行います。 

５．当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  

当社は、関係会社管理規程等を定め、これに基づき、各子会社は、当社の窓口となる管理部門への 

報告、または、当社の取締役会、執行役員会等その他重要な会議への出席を通じて、職務の遂行状 

況その他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行います。管理部門は、当社の子会社の 

取締役、監査役および使用人より報告を受けた事項について、速やかに当社の関係部門と共有しま 

す。 

６． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す 

る事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の 

実効性の確保に関する事項 

(１)監査役の職務の補助については、監査役からの求めに応じて適切な従業員を適宜対応させるほ 

か、専従スタッフ配置の求めがあるときは監査役と協議の上、適切に対応します。 

(２)監査役の職務を補助する使用人の任命、異動については、監査役の同意を得ます。また当該使 

用人は、監査役の指揮命令下で職務を執行し、その評価については、監査役の意見を聴取しま 

す。 

７． 当社および当社の子会社の取締役、監査役および使用人が当社の監査役に報告をするための 

体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこと 

を確保するための体制、ならびに、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する 

ための体制  

(１)当社の監査役は、執行役員会を初めとする主要な会議及び監査役が必要と判断する会議へ出席 

するものとします。 

(２)当社の取締役および使用人は、取締役会、執行役員会その他監査役が出席する重要な会議を通 

じて、職務の執行状況を報告します。 

(３)当社の監査役は、期中・期末の定期監査に加え、必要に応じて当社または当社の子会社の取締 

役或いは従業員から、業務に関する報告を個別或いは監査役会で受けることができるものとし 

ます。 

(４)当社の取締役及び従業員は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務遂行に関 

する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、その他の重要な事実が発生した場合、監査 

役会に対して速やかに報告することを義務付けます。 

(５)当社の常勤監査役は代表取締役社長、内部監査部門、会計監査人と定期的に意見交換会を開催 

するものとします。 

(６)当社および当社の子会社で適用されるホットラインにおいて把握された情報は、監査役へ共有 
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されます。なお、当該ホットライン等による申告者に対して当該申告をしたことを理由として 

不利益な取り扱いを行うことを禁止します。 

(７)６．７.および８．の事項に関しては監査役会と代表取締役社長との間で協定を結び、これら 

の実施が確実に行われることを保証します。 

８． 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行 

について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項  

監査役が、その職務について生ずる費用の前払または償還の請求したときは、当該監査役の職務の 

執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。 

９． 反社会勢力排除に向けた基本的な考え方および整備の状況について  

当社および当社の子会社の倫理・行動規範に、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、 

反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢 

力・団体の活動を助長もしくは加担するような行為は行わないことを定め、周知徹底を図ります。 

 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は反社会的勢力排除に向け、「反社会的勢力排除規程」を策定し、以下の基本方針、体制を整備

しております。 

 

＜基本方針＞ 

１．当社は、当社の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と関係を持たず、反社会的勢力からの不 

当要求には一切応じないものとする。 

２．当社は、反社会的勢力からの不当要求に対し、民事および刑事の両面から法的対応を行うも 

のとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切応じないものとする。 

３．当社は、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し、国および 

地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

４．当社は、前各項に規定する措置を講ずるに当たって、反社会的勢力に対応する役員および従 

業員等の安全を確保するものとする。 

 

＜実行体制＞ 

１．新規取引先の調査等 

（１）各事業部門等は、取引先と新規に取引を開始する前に、当該新規取引先が反社会的勢力に該 

当するか否かの風評等の調査を事前に行い、反社会的勢力には該当しないとの心証が得られた場合

に限り、人事総務部門長に本格調査を依頼する。人事総務部門長は、Ｗｅｂ検索エンジンにより、当

社で定める反社会的勢力判定の文言と「取引先会社名」および「代表名」それぞれでの検索を行い、

当該新規取引先が反社会的勢力と疑われる事実の有無や当該新規取引先と反社会的勢力との直接

的・間接的関係を示す事実の有無を調査する。 
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（２） 前項の調査の結果、反社会的勢力該当性の判断に迷う場合には、人事総務部門長は当該新規 

取引先に関する情報をコーポレート・プランニング本部長に報告し、コーポレート・プランニング本

部長は、同本部が利用できる記事データベース、信用調査機関情報、特防連（警視庁管内特殊暴力防

止対策連合会）への照会等の活用により、更に調査を行い、反社会的勢力に該当するかどうかの最終

判断をするものとする。 

２．既存取引先の調査等 

（１）人事総務部門は、既存取引先に関して、定期的にその反社会的勢力該当性を調査しなければ 

ならない。 

（２）各事業部門等は、既存取引先に関して反社会的勢力との関係を疑わせる情報を入手した場合、 

もしくは既存取引先から不当要求行為がなされた場合には、当該情報を直ちに人事総務部門長に報

告し、人事総務部門長は、当該既存取引先の反社会的勢力該当性を調査する。 

 

＜基本的な考え方＞ 

当社グループの反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、反社会的勢力・団体に対して毅

然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力・団体の活動を助長もしくは加

担するような行為は行わないこととし、周知徹底を図っております。 

 

＜整備状況＞ 

当社グループは、上記基本的な考え方並びに具体的な対応方法をグ当社グループ役職員全員に周知

徹底するとともに、平素からコーポレート・プランニング本部を主管部門として弁護士や警察等の

外部専門機関とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する体制を構築しております。 

 

 

 

Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図、および適時開示体制の模式図は以下のとおりです。 
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【模式図(参考資料)】 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

＜決定事実＞
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 ＜発生事実＞ 

 

 

 

 

＜決算情報＞ 

 

 

以上 


